
支え合い・助け合いの町づくり

ちょっとしたお手伝いが
必要になったことはありませんか？

『買物に連れて行ってほしい』
『部屋の窓ふきをしてほしい』
『庭の草取りをしてほしい』
　　　　　　　など

吉見町社会福祉協議会　（電話）５４－５２２８

高齢の方、障がいのある方、病気や出産などで一時的に支援が必要な方などの
身の回りのちょっとした困り事を、
地域の方がお手伝いします！

埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業埼玉県地域支え合いの仕組み推進事業

ささえあい
　　サービス事業

●●お気軽にご相談ください●●



は、地域の住民が互いに支え合い・助け合う町づくりを推進します
　吉見町社会福祉協議会では、吉見町と連携し、介護保険サービスなどの公的制度ではまかないきれない身の回りの軽易な作業に対し
支援を行うことで、すべての人が地域でより安心した生活が送れるよう「支え合い・助け合い」の町づくりを目指します。
　また、吉見町商工会と協定を結び、ささえあいサポーター会員への謝礼に地元の商店で利用できる吉見町商工会発行の「吉見町地域
通貨（共通商品券）」を活用することで、地元商店の活性化も推進します。

● 吉見町に住所がある方
● 高齢の方、障がいのある方、病気や出産などで一時的に支援が必要な方など
　 ささえあいサービス事業を必要とする方
介護保険サービスや障害福祉サービスの対象となる方も、ご利用いただけます。

利用にかかる料金
● 30分あたり300円

サービスの利用時間
● 平日の午前９時から午後５時まで（土日・祝祭日、12／29～１／３を除く）

利 用 の 方 法

サービスを提供する方（ささえあいサポーター会員）

❶ 社会福祉協議会に利用の申し込みをし、利用会員として登録します。
❷ サービス利用の前に、社会福祉協議会が発行する１枚300円の「利用券」を購入します。
❸ サービスを提供する「ささえあいサポーター会員」との調整ができたら、社会福祉協議
会から連絡します。

❹ サービスを提供する「ささえあいサポーター会員」が約束の日時に訪問し、支援します。
❺ サービスが終了したら、サービス時間に応じた「利用券」を「ささえあいサポーター会
員」に渡します。

● 吉見町にお住まいで、社会福祉協議会に
「ささえあいサポーター会員」として登録
し、ささえあいサービスに協力していただ
ける方

● 謝礼として、サービス提供時間１時間につ
き、「吉見町地域通貨（共通商品券）」（額面
500円）１枚を受け取ることが出来ます。

募集中！

募集中！

吉見町社会福祉協議会にお申込み下さい。

吉 見 町 社 会 福 祉 協 議 会
〒355－0118　吉見町大字下細谷1216番地１（福祉会館内）
（電話）５４－５２２８　（FAX）５４－６９０５

ご利用を希望される方
ささえあいサポーター会員への登録を

希望される方は下記までお問い合わせください

ささえあいサービス事業

利用できる方（利用会員）

サ ー ビ ス の 内 容

買物代行買物代行買物代行
本人に代わって
買物にいきます。

外出の支援外出の支援外出の支援
社協の車に乗せて
通院や買物などの

付き添い支援をします。

部屋の掃除部屋の掃除部屋の掃除
掃除や窓ふき
電球の交換など
をします。

簡単な調理簡単な調理簡単な調理
簡単な食事を
作ります。

洗濯・布団干し洗濯・布団干し洗濯・布団干し
洗濯や布団干し
をします。

ゴミ捨てゴミ捨てゴミ捨て
ゴミの梱包や

ゴミ捨てをします。

話し相手・見守り話し相手・見守り話し相手・見守り
話し相手や

見守りをします。

屋外の作業屋外の作業屋外の作業
草取りなどの庭の
手入れや、犬の散歩
などをします。

サポー
ター会

員の

登録状
況等に

より

ご希望
に添え

ない

場合も
ござい

ます

お気軽
に

ご相談
下さい

！

「吉見町地域通貨（共通商
品券）」は次ページにある
町内の「取扱店舗一覧表」
のお店で使えます！
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